
１ 健全化判断比率の状況について

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

— — 4.2%

早期健全化基準 15.00% 20.00% 25.0% 350.0%

財政再生基準 20.00% 30.00% 35.0%

（１）実質赤字比率

（２）連結実質赤字比率

したがって、連結実質赤字比率の数値は算出されません。

（３）実質公債費比率

（４）将来負担比率

標準財政規模に対して、将来負担すべき実質的な負債の割合を表します。

したがって、将来負担比率の数値は算出されません。

２ 公営企業の資金不足比率の状況について

簡易水道事業
特別会計

水をきれいにする
事業特別会計

土地開発事業
特別会計

— — —
経営健全化基準 20.00% 20.00% 20.0%

（１）資金不足比率

公営企業ごとに、資金不足の額を事業規模の額に対する比率で表します。

したがって、各公営企業会計とも資金不足比率の数値は算出されません。

平成２７年度決算の時点で、将来負担額（３３億９,０５７万円）に対して充当可能財源等（６４億６,３６３万２
千円）が上回っています。

公営企業会計における資金不足比率は、いずれも数値が算出されませんでした。

高山村では、一般会計の公債費及び簡易水道事業特別会計並びに水をきれいにする事業特別会計への
繰出金のうち公債費に充てられた分、さらに吾妻広域町村圏振興整備組合や東部衛生施設組合に対する
負担金のうち公債費に充てられた分が該当します。

平成２７年度一般会計及び一般会計等に属する特別会計の決算の実質収支は黒字（９,６１８万２千円）
で、実質赤字は生じていません。

したがって、実質赤字比率の数値は算出されません。

平成２７年度決算における、簡易水道事業特別会計（剰余額１１４万１千円）・水をきれいにする
事業特別会計（剰余額２０４万４千円）・土地開発事業特別会計（剰余額６１４万３千円）には、
いずれも資金不足はありません。

標準財政規模に対する実質的な公債費（借入金の返済額等）の割合を算出し、過去３年間の平均で表します。

高山村の財政の健全化について

※算出された数値のいずれかが早期健全化基準を超えた場合（黄色信号）は「財政健全化計画」、財政再
生基準を超えた場合（赤信号）は「財政再生計画」を定め総務大臣及び県知事に報告すると共に、必要最
小限の期間内にこれらの状況を解消しなければなりません。

※算出された数値が経営健全化基準を超えた場合は、「経営健全化計画」を定め総務大臣及び
   県知事に報告すると共に、必要最小限の期間内にこの状況を解消しなければなりません。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成２７年度決算における財政指標を次のとおり
お知らせ致します。（地方公共団体の財政の健全化に関する法律により義務づけられた公表）

実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は、いずれも数値が算出されませんでした。
実質公債費比率については、数値が算出されましたが基準を下回りました。

標準財政規模（高山村が標準的な状態で通常収入されると見込まれる「一般財源」の規模 １８億２５３万６千
円 ）に対する一般会計及び一般会計等に属する特別会計（農業用水事業特別会計）の実質収支の割合で表
します。

標準財政規模に対して、一般会計及び一般会計等に属する特別会計と、特別会計のうち公営企業に係る特
別会計以外の会計（国民健康保険特別会計＋介護保険特別会計＋後期高齢者医療特別会計）の実質収支
に、公営企業会計（簡易水道事業特別会計＋水をきれいにする事業特別会計＋土地開発事業特別会計）の
資金不足或いは剰余額を合計し、割合で表します。

平成２７年度決算に係る実質公債費比率は４．２％となりました。

平成２７年度の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の決算の実質収支は、黒字（４,１９２万９千
円）でした。さらに、公営企業会計は剰余額（９３２万８千円）の決算となり、連結実質収支は黒字（１億４,７
４３万９千円）で、連結実質赤字は生じていません。
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